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(省庁名：国土交通省）
（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考

パーソナルコンピュー
タ8台賃貸借

分任支出負担行
為担当官
近畿地方整備局
木津川上流河川
事務所長
寺井　喜之
三重県名張市木
屋町812-1

平成25年1月1日

ソフトビジネス
三重県名張市
桔梗が丘5-1-
2

会計法第29条の3第
4項

70,625 61,580 87.2% - d.

当該物件は平成18年
度に一般競争契約によ
りリースしたものであ
り、平成25年度末をもっ
てＯＳのサポートが終
了することによりシステ
ム環境が変更されるこ
とからそれまでの間は
時価に比べて著しく有
利な価格をもって契約
することができる見込
みがある契約である現
契約を継続し、次年度
に同契約を締結する際
にその見込みが無く
なった時点で競争性の

平成26年度
単価
契約

北山第一宿舎ガス給
湯器修繕

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
岩手河川国道事
務所長
髙橋　公浩
岩手県盛岡市上
田4-2-2

平成25年1月8日

岩手技術サー
ビス　大吹　由
男
岩手県盛岡市
西仙北1-35-
33

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 43,575 － - c.

本業務は当該宿舎の
ガス給湯器の故障箇所
を調査し、修繕を行うも
のである。本修繕は故
障に伴うガス漏れの危
険性も想定されること
から、緊急に対応する
必要があった。契約の
相手方は、当該宿舎近
隣の業者であり、給湯
器故障時に部品を保有
している事が確認され、
緊急の対応が可能な唯
一の業者であったため

平成25年度

冬期運転啓発に関す
る広告掲載
広告・宣伝一式

分任支出負担行
為担当官
四国地方整備局
香川河川国道事
務所長
中山　義男
高松市福岡町4-
26-32

平成25年1月9日

株式会社四国
新聞社
高松市中野町
15-1

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第4号ロ

2,257,500 2,257,500 100.0% - d.

競争に付することが不
利であり、新聞1部あた
りの広告価格で比較し
た結果、時価と比べて
著しく有利な価格で契
約出来る相手方と随意
契約を行うため。

平成25年度

【様式１】
平成２５年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの

移行困難な事由
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（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

南国安芸道路開通に
係る新聞広告掲載
その他一式

分任支出負担行
為担当官
四国地方整備局
土佐国道事務所
長
三保木　悦幸
高知市江陽町2-

平成25年1月11日

株式会社高知
新聞社
高知市本町3-
2-15

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第4号ロ

1,774,500 1,774,500 100.0% - d.

競争に付することが不
利であり、新聞1部あた
りの広告価格で比較し
た結果、時価と比べて
著しく有利な価格で契
約出来る相手方と随意
契約を行うため。

平成25年度

(特救基地)半密閉式
防護衣4着他5点買入

支出負担行為担
当官
第三管区海上保
安本部長
三木基実
神奈川県横浜市
中区北仲通5-57

平成25年1月11日

ガデリウス株
式会社
東京都港区赤
坂5-2-39

会計法第29条の3第
4項

2,722,650 2,722,650 100.0% - e.

半密閉式防護衣は、特
殊救難隊が科学薬品
や有毒ガス漏出現場に
おける救助活動時に着
装するものである。
2006年からアンセル社
製を採用している。本
防護衣は、450種の有
毒液体、有毒ガスに対
応するもので、要求性
能を満たす製品として
は、現在国内販売され
ている唯一の製品であ
る。本件はアンセル社
製品の日本国内唯一
の販売代理店である
ガデリウス㈱から購入
したものである。次回調
達は未定であるが、公
募による競争参加者の
確認を行うなど競争性

平成25年度
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（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

稲荷宿舎ガス供給管
交換

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
岩手河川国道事
務所長
髙橋　公浩
岩手県盛岡市上
田4-2-2

平成25年1月16日

株式会社宮田
燃料
岩手県盛岡市
開運橋通4-12

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 692,980 － - c.

本業務は当該宿舎の
ガス供給管の交換を実
施するものである。液
化ガス法第27条に基づ
いた漏洩検査の結果、
地下埋設管にガス漏れ
反応が認められた。当
該埋設管は設置から28
年が経過し腐食が進行
していることが判明し、
ガス漏れによる爆発事
故の危険性があるた
め、速やかに改善する
よう勧告を受けた。契
約の相手方は、当該宿
舎にガスを供給するガ
ス販売店であり、当該
宿舎のガス供給設備を
熟知し、部材を保有し
ている事が確認され、
緊急の対応が可能な唯
一の業者であったため

平成25年度
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（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

松江自動車道にかか
る通行止め広報(広島
地域)

分任出負担行為
担当官
中国地方整備局
松江国道事務所
長
清水純
島根県松江市西
津田2-6-28

平成25年1月17日

(株)中国新聞
社
広島県広島市
中区土橋町7-
1

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

1,491,000 1,491,000 100.0% - e.

行政目的を達成するた
めの特定情報について
供給者が1者に特定さ
れるもの。本広報は、
松江自動車道(吉田掛
合ＩＣ～三刀屋木次ＩＣ)
の全面通行止めについ
て、広島県内の道路利
用者へ規制内容を幅広
く周知することを目的に
新聞掲載を行うもので
あるが、当該業者は広
告掲出地域(広島県)の
新聞購読者数が最も多
く、地域に密着した幅広
い効果的な広報を行う
ことができる唯一の新
聞社であるため。次年
度以降は仕様書を見直
して競争性のある契約
(一般競争)へ移行する

平成25年度

道の駅シンポジウム
広報業務

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
岩手河川国道事
務所長
髙橋　公浩
岩手県盛岡市上
田4-2-2

平成25年1月18日

株式会社岩手
日報社
岩手県盛岡市
内丸3-7

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

1,365,000 1,365,000 100.0% - e.

本業務は、12月17日に
岩手県遠野市で開催さ
れた道の駅シンポジウ
ムの内容を、県内の地
域住民に理解してもら
うため新聞媒体を活用
して広報するものであ
る。契約の相手方が発
行する岩手日報は、県
内全域をカバーし県内
発行部数の53％と最大
のシェアを占めることか
ら、上記目的を達成す
るためには最も効率的
かつ効果的な唯一の広
報媒体である。以上の
理由により契約の相手
方と契約したものであ
る。
次年度以降は仕様書を
見直して、競争性のあ

平成25年度
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（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

仙台西道路換気設備
緊急点検

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
仙台河川国道事
務所長
桜田昌之
仙台市太白区郡
山5-6-6

平成25年1月18日

株式会社荏原
製作所東北支
社
宮城県仙台市
宮城野区榴岡
2-5-30

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

2,520,000 2,488,500 98.8% - e.

当該業者は換気設備
の状況に精通している
唯一の業者であり、競
争を許さないため。
なお、次年度以降に当
該契約を行う場合は公
募により参加者の有無
を確認することとする。

平成25年度

ディーゼルエンジン
(ＭＴＵ16Ｖ595ＴＥ90
型)修理1式追加修
理

支出負担行為担
当官
第五管区海上保
安本部長
石指 雅啓
神戸市中央区波
止場町1-1

平成25年1月21日

サノヤス造船
株式会社
大阪府大阪市
北区中之島3
丁目3-32号

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第4号イ

4,557,000 4,462,500 97.9% - e.

一般競争により請負契
約したディーゼルエンジ
ンの開放復旧修理中に
新たに不具合箇所が発
見されたため追加修理
が必要となったもので
あり、現契約履行中の
本修理業者以外の者
に履行させることが不

平成25年度

衛星携帯電話機購入

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
仙台河川国道事
務所長
桜田昌之
仙台市太白区郡
山5-6-6

平成25年1月24日

株式会社エヌ・
ティ・ティドコモ
東北支社
宮城県仙台市
青葉区上杉1-
1-2

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

2,583,525 2,583,525 100.0% - e.

当該業者は購入しよう
とする衛星携帯電話を
取り扱っている唯一の
業者であり競争を許さ
ないため。
なお、次年度以降に当
該契約を行う場合は公
募により参加者の有無

平成25年度
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（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

建設関係統計調査電
子申請個別システム
サーバ等賃貸借

支出負担行為担
当官
国土交通省大臣
官房会計課長
藤井　健
東京都千代田区
霞が関2-1-3

平成25年1月25日

日本システム
株式会社
東京都府中市
片町3-22

会計法第29条の3第
4項

143,640 143,640 100.0% - d.

当該契約については、
経費の効率的な執行を
図る観点から再リース
を行う必要があり、平成
25年度までの国庫債務
負担行為も認められて
いるところである。ま
た、当該機器は今後も
一定期間のメーカーサ
ポートの継続が可能で
あり、業務上の使用に
耐えられる状態にあ
る。さらに当該機器を継
続使用した場合、同等
機器の新規調達を行っ
た場合と比較すると導
入経費等費用面で経済
的であることから、当該
機器の再リースを行う

平成25年度

平成24年度　衛星通
信車修繕

分任支出負担行
為担当官
中部地方整備局
天竜川上流河川
事務所長
中谷　洋明
駒ヶ根市上穂南
7-10

平成25年1月25日

日本無線(株)
中部支社
名古屋市中区
丸の内3-21-
25

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

5,638,500 4,866,750 86.3% - c.

当衛星通信車は災害
時において被災地での
映像・音声情報をリア
ルタイムに事務所等へ
配信するものであり、出
水期を迎え、一刻も早く
稼働できる状態にして
おかなければならない
必要があるため

平成25年度

高速スイーパ除雪車
(8号)走行用エンジン
修理

分任支出負担行
為担当官
釧路空港事務所
長
樫見　久芳
北海道釧路市鶴
丘2-260

平成25年1月25日
日通機工(株)
北海道釧路市
西港1-100-33

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

1,308,546 1,260,000 96.3% - c.

1月25日除雪待機中に
走行用エンジンに異常
が発生し走行不能と
なった。緊急に修理を
実施し走行機能を回復
しなければ、当空港に
おける除雪能力が低下
し、航空機の運航に支
障をきたす状況が発生
するおそれがあること
から、競争による手続
きを行った場合には、
手続きに期間を要し、
早期の機能回復が困

平成25年度
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（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

ディーゼルエンジン
(16Ｖ20ＦＸ型)修理20
台等(追加)はてるま4
号揚陸機

支出負担行為担
当官
第三管区海上保
安本部長
三木基実
神奈川県横浜市
中区北仲通5-57

平成25年1月29日

新潟原動機株
式会社(高速)
群馬県太田市
西新町125-1

会計法第29条の3第
4項

9,725,000 9,555,000 98.3% - e.

一般競争入札により新
潟原動機株式会社で施
工された「ディーゼルエ
ンジン(16Ｖ20FX型)修
理20台等」の修理期間
中に不具合箇所を発見
し、同期間中に当該不
具合箇所を復旧しなけ
ればならず、急遽、追
加契約となったもの。

平成25年度

測量船くるしま主機関
2台追加修理

支出負担行為担
当官
第六管区海上保
安本部長
添田　慎二
広島市南区宇品
海岸3-10-17

平成25年1月29日

株式会社広島
ヤンマ-商事
広島県広島市
南区元宇品町
41-25

会計法第29条の3第
4項

2,982,000 2,982,000 100.0% - e.

一般競争入札により株
式会社広島ヤンマ-商
事で施工された「測量
船くるしま主機関2台」
の修理期間中に新たに
不具合箇所が発見さ
れ、同期間中に当該不
具合箇所を復旧しなけ
ればならず、急遽、追
加契約となったもの。

平成25年度

大型カラープリンタ賃
貸借(再リース)

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
青森河川国道事
務所長
盛谷　明弘
青森県青森市中
央3-20-38

平成25年1月30日

青森精機株式
会社
青森県青森市
問屋町2-12-
23

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 12,579 － - b.

集約化により一般競争
契約を行う予定であり、
それまでは再リースに
よる対応の必要がある
ため。

平成25年度

防災系サーバ賃貸借
及び保守(再リース)

支出負担行為担
当官
東北地方整備局
長
徳山日出男
宮城県仙台市青
葉区二日町9-15

平成25年1月31日

富士通リース
株式会社東北
支店
宮城県仙台市
青葉区一番町
2-3-22

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 217,354 － - b.

集約化により一般競争
契約を行う予定であり、
それまでは再リースに
よる対応の必要がある
ため。

平成25年度

ファイアウォール外賃
貸借(09-02)(再リー
ス)

支出負担行為担
当官
東北地方整備局
長
徳山日出男
宮城県仙台市青
葉区二日町9-15

平成25年1月31日

ＮＥＣキャピタ
ルソリューショ
ン株式会社東
北支店
宮城県仙台市
青葉区中央4-
6-1

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 274,826 － - b.

集約化により一般競争
契約を行う予定であり、
それまでは再リースに
よる対応の必要がある
ため。

平成25年度



8/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

行政系サーバ賃貸借
及び保守(再リース)

支出負担行為担
当官
東北地方整備局
長
徳山日出男
宮城県仙台市青
葉区二日町9-15

平成25年1月31日

富士通リース
株式会社東北
支店
宮城県仙台市
青葉区一番町
2-3-22

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 513,344 － - b.

集約化により一般競争
契約を行う予定であり、
それまでは再リースに
よる対応の必要がある
ため。

平成25年度

パーソナルコンピュー
タ外賃貸借及び保守
(10-02)再リース(その
1)

支出負担行為担
当官
東北地方整備局
長
徳山日出男
宮城県仙台市青
葉区二日町9-15

平成25年1月31日

ＮＥＣキャピタ
ルソリューショ
ン株式会社東
北支店
宮城県仙台市
青葉区中央4-
6-1

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 1,670,743 － - b.

集約化により一般競争
契約を行う予定であり、
それまでは再リースに
よる対応の必要がある
ため。

平成25年度

パーソナルコンピュー
タ外賃貸借及び保守
(10-02)再リース(その
2)

支出負担行為担
当官
東北地方整備局
長
徳山日出男
宮城県仙台市青
葉区二日町9-15

平成25年1月31日

ＮＥＣキャピタ
ルソリューショ
ン株式会社東
北支店
宮城県仙台市
青葉区中央4-
6-1

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 1,001,655 － - b.

集約化により一般競争
契約を行う予定であり、
それまでは再リースに
よる対応の必要がある
ため。

平成25年度

総合防災情報システ
ムサーバ賃貸借及び
保守(再リース)

支出負担行為担
当官
東北地方整備局
長
徳山日出男
宮城県仙台市青
葉区二日町9-15

平成25年1月31日

テクノ・マインド
株式会社
宮城県仙台市
宮城野区榴岡
1-6-11

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 48,594 － - b.

集約化により一般競争
契約を行う予定であり、
それまでは再リースに
よる対応の必要がある
ため。

平成25年度

モバイルＰＣ賃貸借及
び保守(福島10-
02)(再リース)

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
福島河川国道事
務所長
安部勝也
福島市黒岩字榎
平36

平成25年1月31日

テクノ・マインド
株式会社
宮城県仙台市
宮城野区榴岡
1-6-11

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 36,960 － - d.

再リース契約を行うこと
により、新規契約した場
合と比較しても賃貸借
料の軽減を図ることが
出来るため。

平成25年度



9/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

デスクトップコン
ピュータ外賃貸借及
び保守(福島10-
02)(再リース)

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
福島河川国道事
務所長
安部勝也
福島市黒岩字榎
平36

平成25年1月31日

テクノ・マインド
株式会社
宮城県仙台市
宮城野区榴岡
1-6-11

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 24,990 － - d.

再リース契約を行うこと
により、新規契約した場
合と比較しても賃貸借
料の軽減を図ることが
出来るため。

平成25年度

デスクトップコン
ピュータ外賃貸借及
び保守(福島10-
02)(プリンタ分再リー
ス)

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
福島河川国道事
務所長
安部勝也
福島市黒岩字榎
平36

平成25年1月31日

テクノ・マインド
株式会社
宮城県仙台市
宮城野区榴岡
1-6-11

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 27,720 － - d.

再リース契約を行うこと
により、新規契約した場
合と比較しても賃貸借
料の軽減を図ることが
出来るため。

平成25年度



10/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

行政情報パソコン一
式賃貸借

支出負担行為担
当官
近畿地方整備局
長
谷本　光司
大阪府大阪市中
央区大手前1-5-
44

平成25年1月31日

東京センチュ
リーリース(株)
大阪情報機器
営業部
大阪市中央区
本町3-5-7

会計法第29条の3第
4項

73,080 73,080 100.0% - d.

当該賃貸借は、一般競
争入札方式により東京
センチュリーリース(株)
と契約をし、平成24年
12月31日に契約期間を
満了したが、次期調達
は平成26年3月を予定
しており、それまでの
間、行政事務を円滑に
遂行するために現行機
器と同等の機能を有す
る機器賃貸借が必要と
なる。
しかしながら、機器を新
規調達する場合、4～5
年程度の賃貸借期間
が一般的であり、1年程
度の短期間の場合は
極めて割高になるとと
もに、機器導入費用も
必要となるなど非効率
かつ不経済となる。
当該業者は、これまで
使用していた機器を提
供している業者であり、
減価償却が完了してい
る機器を引き続き利用
することにより導入費
用が不要であるなど、
新規導入に比較し大幅
に安価となることから経

平成25年度
単価
契約



11/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

橋梁点検車アウトリ
ガー整備外

分任支出負担行
為担当官
中国地方整備局
倉吉河川国道事
務所長
角田文敏
鳥取県倉吉市福
庭町1-18

平成25年2月5日

(株)住軽日軽
エンジニアリン
グ
東京都江東区
亀戸2-35-13

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

1,444,800 1,444,800 100.0% - e.

本件は、橋梁点検車の
特殊性、構造、操作方
法、注意事項等を熟知
している製作製造メー
カーが実施しなければ
目的を達成できない特
殊な作業である。また、
特殊・重機械であるた
め誤操作による危険の
回避や臨機対応におい
て、最も信頼のおける
業者に実施させるべき
ものであるため。次年
度以降は仕様書を見直
して競争性のある契約
(一般競争)へ移行する

平成25年度

車載式衛星携帯電話
購入

支出負担行為担
当官
帯広開発建設部
長
大内　幸則
帯広市西4条南8
丁目

平成25年2月6日

株式会社エヌ・
ティ・ティ・ドコ
モ
東京都千代田
区永田町2-
11-1

会計法第29条の3第
4項

3,886,575 3,691,800 95.0% - e.

   北海道開発局防災業
務計画に基づく災害応
急対策を実施するに当
たっては、警察、消防、
海上保安庁への緊急
通報(110番等の特番)
が可能な衛星携帯電話
を配置しているところで
あるが、車載用衛星携
帯電話の購入に当た
り、当該緊急通報が可
能な機種を販売してい
るのは1社であるため、
当該業者と会計法第29
条の3第4項及び予決
令第102条の4第3号に

平成25年度

＊ディーゼルエンジン
(16Ｖ20ＦＸ型)調査1台

支出負担行為担
当官
第三管区海上保
安本部長
三木基実
神奈川県横浜市
中区北仲通5-57

平成25年2月6日

新潟原動機株
式会社(高速)
群馬県太田市
西新町125-1

会計法第29条の3第
4項

4,580,000 4,515,000 98.6% - c.

故障したエンジンの原
因調査であるが、故障
機の復旧に予備機を使
用したため、直ちに調
査を行い、不具合箇所
を特定しなければ、今
後の予備機整備計画
に支障を及ぼすため、
緊急に契約を行うことと

平成25年度



12/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

平成24年度　名古屋
港清龍丸推進器修理
工事

分任支出負担行
為担当官
中部地方整備局
名古屋港湾事務
所長
川田貢
名古屋市港区築
地町2番地

平成25年2月7日

(株)アイ・エイ
チ・アイ
愛知県知多市
北浜町11-1

会計法第29条の3第
4項

10,989,300 10,920,000 99.4% - c.

本件は、ドラグサクショ
ン浚渫兼油回収船「清
龍丸」推進器の故障に
ついて緊急に修理を行
う必要が生じたもので
あるが、短期間で修理
を行うために、伊勢湾
内で清龍丸の修理が可
能となるドックの空き状
況を確認した結果、本
業務を実施できるのは
一者しかなかったた

平成25年度

巡視船そらち中検修
理の追加修理

支出負担行為担
当官
第一管区海上保
安本部長
村上　玉樹
小樽市港町5-2

平成25年2月8日

函東工業株式
会社
北海道函館市
浅野町3-11

会計法第29条の3第
4項

2,641,266 2,625,000 99.4% - e.

本修理の契約業者であ
る函東工業(株)で施工
中に新たに不具合が発
見され、同期間中に復
旧しなければならず、
現に履行中の契約者
以外の者に履行させる
ことが不利であるため。

平成25年度

ディーゼルエンジン
(MTU16V396TB94型)
修理2式追加修理

支出負担行為担
当官
第五管区海上保
安本部長
石指 雅啓
神戸市中央区波
止場町1-1

平成25年2月8日

サノヤス造船
株式会社
大阪府大阪市
北区中之島3
丁目3-32号

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第4号イ

6,069,000 6,037,500 99.5% - e.

一般競争により請負契
約したディーゼルエンジ
ンの開放復旧修理中に
新たに不具合箇所が発
見されたため追加修理
が必要となったもので
あり、現契約履行中の
本修理業者以外の者
に履行させることが不

平成25年度

＊ディーゼルエンジン
(16Ｖ20ＦＸ型)修理20
台等(追加)いしがき1
号揚陸機

支出負担行為担
当官
第三管区海上保
安本部長
三木基実
神奈川県横浜市
中区北仲通5-57

平成25年2月13日

新潟原動機株
式会社(高速)
群馬県太田市
西新町125-1

会計法第29条の3第
4項

5,207,000 5,040,000 96.8% - e.

一般競争入札により新
潟原動機株式会社で施
工された「ディーゼルエ
ンジン(16Ｖ20FX型)修
理20台等」の修理期間
中に不具合箇所を発見
し、同期間中に当該不
具合箇所を復旧しなけ
ればならず、急遽、追
加契約となったもの。

平成25年度



13/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

栗駒山系槻木平堰堤
工事調整業務

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
岩手河川国道事
務所長
髙橋　公浩
岩手県盛岡市上
田4-2-2

平成25年2月15日

東北エンジニ
アリング株式
会社
岩手県岩手郡
滝沢村滝沢字
大石渡2015

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 84,000 － - e.

本業務は、工事の設計
を担当したコンサルタン
トが工事受注者と発注
者に設計意図の伝達を
行うものであり、伝達で
きる唯一の契約相手方
であるため。

平成25年度

庁舎ドア電気錠修繕

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
青森河川国道事
務所長
盛谷　明弘
青森県青森市中
央3-20-38

平成25年2月18日

青森綜合警備
保障株式会社
青森県青森市
第二問屋町3-
1-63

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 52,500 － - e.

本業務は、事務所庁舎
5階事務室ドアの電気
錠が経年劣化によりか
からなくなったため、修
繕及び監視機能の復
旧を行ったものである。
現在、機械警備をして
いるのは左記業者であ
り、その業者以外が機
能を変更することは機
械警備に著しく支障を
きたすおそれがあり、
本来の目的を達成する

平成25年度

＊ディーゼルエンジン
(16Ｖ20ＦＸ型)修理20
台等(追加)いしがき3
号揚陸機

支出負担行為担
当官
第三管区海上保
安本部長
三木基実
神奈川県横浜市
中区北仲通5-57

平成25年2月18日

新潟原動機株
式会社(高速)
群馬県太田市
西新町125-1

会計法第29条の3第
4項

5,010,000 4,830,000 96.4% - e.

一般競争入札により新
潟原動機株式会社で施
工された「ディーゼルエ
ンジン(16Ｖ20FX型)修
理20台等」の修理期間
中に不具合箇所を発見
し、同期間中に当該不
具合箇所を復旧しなけ
ればならず、急遽、追
加契約となったもの。

平成25年度

平成24年九州北部豪
雨災害応急対策作業

分任支出負担行
為担当官
中部地方整備局
庄内川河川事務
所長
宮本　健也
名古屋市北区福
徳町5-52

平成25年2月20日
犬飼建設(株)
名古屋市港区
明正2-215

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

1,802,850 1,802,850 100.0% - c.

九州北部豪雨による被
災箇所の災害復旧の
ため、災害復旧協定者
と契約締結し、緊急に
復旧事業を施行する必
要があったため。

平成25年度



14/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

平成24年度　伊豆縦
貫塚原高架橋鋼上部
架設工事

支出負担行為担
当官
中部地方整備局
長
梅山　和成
名古屋市中区三
の丸2-5-1

平成25年2月21日
川田工業(株)
名古屋市中区
栄2-4-1

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

533,872,500 519,750,000 97.4% - c.

契約締結後、請負業者
が破産宣告を受け、品
質確保やＨ25年度末の
供用開始の予定から、
競争に付す期間がな
く、早期に施工を再開
する必要があり、隣接
工区の業者と緊急に契

平成25年度

近畿地方整備局行政
情報パソコン一式賃
貸借

支出負担行為担
当官
近畿地方整備局
長
谷本　光司
大阪府大阪市中
央区大手前1-5-
44

平成25年2月21日

東京センチュ
リーリース(株)
大阪情報機器
営業部
大阪府大阪市
中央区本町3-
5-7

会計法第29条の3第
4項

1,862,490 1,862,490 100.0% - d.

　当該賃貸借は、一般競争
入札方式により東京センチュ
リーリース(株)と契約をし、平
成25年2月28日に契約期間
を満了するが、次期調達は
平成26年3月を予定してお
り、それまでの間、行政事務
を円滑に遂行するために現
行機器と同等の機能を有す
る機器賃貸借が必要となる。
　しかしながら、機器を新規
調達する場合、4～5年程度
の賃貸借期間が一般的であ
り、1年程度の短期間の場合
は極めて割高になるととも
に、機器導入費用も必要とな
るなど非効率かつ不経済と
なる。
　当該業者は、現行機器を提
供している業者であり、減価
償却が完了している現行機
器を引き続き利用することに
より導入費用が不要である
など、新規導入に比較し大幅
に安価となることから経済的
な賃貸借となる。
　更に運用環境において、満
足出来る性能を有し、かつ、
適切な保守対応を実施して
きていることから、現行機器

平成25年度
単価
契約



15/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

近畿地方整備局行政
情報システム等一式
賃貸借

支出負担行為担
当官
近畿地方整備局
長
谷本　光司
大阪府大阪市中
央区大手前1-5-
44

平成25年2月21日

日本電子計算
機(株) 営業本
部
東京都千代田
区丸の内3-4-
1

会計法第29条の3第
4項

3,948,210 3,948,210 100.0% - d.

当該賃貸借は、一般競争入
札方式により日本電子計算
機(株)と契約をし、平成25年2
月28日に契約期間を満了す
るが、次期調達は平成26年1
月を予定しており、それまで
の間、行政事務を円滑に遂
行するために現行機器と同
等の機能を有する機器賃貸
借が必要となる。
しかしながら、機器を新規調
達する場合、5～6年程度の
賃貸借期間が一般的であ
り、1年程度の短期間の場合
は極めて割高になるととも
に、機器導入費用も必要とな
るなど非効率かつ不経済と
なる。
当該業者は、現行機器を提
供している業者であり、減価
償却が完了している現行機
器を引き続き利用することに
より導入費用が不要である
など、新規導入に比較し大幅
に安価となることから経済的
な賃貸借となる。更に運用環
境において、満足出来る性
能を有し、かつ、適切な保守
対応を実施してきていること

平成25年度
単価
契約

中国横断自動車道尾
道松江線開通周知広
報

分任出負担行為
担当官
中国地方整備局
三次河川国道事
務所長
松浦勇治
広島県三次市十
日市西6-2-1

平成25年2月22日

(株)中国新聞
社
広島県広島市
中区土橋町7-
1

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

3,954,300 3,954,300 100.0% - e.

行政目的を達成するための
特定情報について供給者が
1者に特定されるもの。本広
報は、中国横断自動車道尾
道松江線の開通に向けて、
広島県内の道路利用者等に
対して、開通日時や料金体
系(無料区間情報)、一般道
からの接続状況や安全に走
行していただくための注意事
項(ＩＣ進行方向等)について
広報することにより、中国横
断自動車道尾道松江線が安
全に活用されることを目的と
して新聞掲載を行うものであ
るが、当該業者は広告掲出
地域(広島県)の新聞購読者
数が最も多く、地域に密着し
た幅広い効果的な広報を行
うことができる唯一の新聞社
であるため。次年度以降は
仕様書を見直して競争性の

平成25年度



16/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

中国横断自動車道尾
道松江線リレーシン
ポジウム周知広報

分任出負担行為
担当官
中国地方整備局
三次河川国道事
務所長
松浦勇治
広島県三次市十
日市西6-2-1

平成25年2月22日

(株)中国新聞
社
広島県広島市
中区土橋町7-
1

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

2,415,000 2,415,000 100.0% - e.

行政目的を達成するた
めの特定情報について
供給者が1者に特定さ
れるもの。本広報は、
中国横断自動車道尾
道松江線の開通に向け
て、その活用方法や地
域の期待、経済効果な
ど山陽と山陰を結ぶ高
速道路としての幅広い
可能性について考える
機会として開催されるリ
レーシンポジウムを広く
一般に広報することに
よりその趣旨を理解し
ていただくために新聞
掲載を行うものである
が、当該業者は広告掲
出地域(広島県)の新聞
購読者数が最も多く、
地域に密着した幅広い
効果的な広報を行うこ
とができる唯一の新聞
社であるため。次年度
以降は仕様書を見直し
て競争性のある契約

平成25年度



17/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

供用に関する新聞広
報

分任出負担行為
担当官
中国地方整備局
岡山国道事務所
長
岩見吉輝
岡山県岡山市北
区富町2-19-12

平成25年2月25日

(株)山陽新聞
社
岡山県岡山市
北区柳町2-1-
1

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

2,310,000 2,310,000 100.0% - e.

行政目的を達成するた
めの特定情報について
供給者が1者に特定さ
れるもの。本広報は、
鳥取自動車道(大原ＩＣ
～西粟倉ＩＣ)の供用開
始に伴う通行形態変更
の周知について、近隣
住民及び道路利用者に
対して幅広く周知する
ため新聞掲載を行うも
のであるが、当該業者
は広告掲出地域(岡山
県内)の新聞発行部数
が最も多く、かつ、全域
をカバーする唯一の新
聞社であるため。次年
度以降は仕様書を見直
して競争性のある契約

平成25年度

「徳島インター供用周
知」新聞広告
広告・宣伝一式

分任支出負担行
為担当官
四国地方整備局
徳島河川国道事
務所長
小林　稔
徳島市上吉野町
3-35

平成25年2月25日

一般社団法人
徳島新聞社
徳島市中徳島
町2-5-2

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第4号ロ

1,953,000 1,953,000 100.0% - d.

競争に付することが不
利であり、新聞1部あた
りの広告価格で比較し
た結果、時価と比べて
著しく有利な価格で契
約出来る相手方と随意
契約を行うため。

平成25年度

東北地方整備局　北
庁舎屋上エアハンドリ
ングユニット漏水修繕

支出負担行為担
当官
東北地方整備局
長
徳山日出男
宮城県仙台市青
葉区二日町9-15

平成25年2月26日

株式会社加納
工業所
宮城県仙台市
宮城野区大梶
13-30

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 56,700 － - c.

本業務は北庁舎屋上エ
アハンドリングユニット
から漏水が発生したた
め、緊急に漏水の修繕
を実施するものである。
屋上からの漏水により
下階への影響があるた
め、緊急の対応が必要
とされた。以上の理由
により、漏水発生時に
緊急の対応が可能な唯
一の業者であった当該
業者と契約締結したも

平成25年度



18/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

東広島・呉道路南方
地区仮橋賃貸借作業

分任支出負担行
為担当官
中国地方整備局
広島国道事務所
長
三橋勝彦
広島県広島市南
区東雲2-13-28

平成25年2月27日

(株)平岡建設
広島県東広島
市西条土与丸
1-5-55

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

1,848,000 1,837,500 99.4% - e.

本件は、過年度に設置
した仮橋を工事完了後
も他の工事で引き続き
使用する必要があるた
め仮橋の賃貸借及び
保守点検を行うもので
あるが、保守点検を安
全確実に行うことがで
きるのは、現場条件等
を熟知した施工者であ
る当該業者者であるた

平成26年度

＊ディーゼルエンジン
(16Ｖ20ＦＸ型)修理20
台等(追加)いしがき4
号揚陸機

支出負担行為担
当官
第三管区海上保
安本部長
三木基実
神奈川県横浜市
中区北仲通5-57

平成25年2月28日

新潟原動機株
式会社(高速)
群馬県太田市
西新町125-1

会計法第29条の3第
4項

8,105,000 7,875,000 97.2% - e.

一般競争入札により新
潟原動機株式会社で施
工された「ディーゼルエ
ンジン(16Ｖ20FX型)修
理20台等」の修理期間
中に不具合箇所を発見
し、同期間中に当該不
具合箇所を復旧しなけ
ればならず、急遽、追
加契約となったもの。

平成25年度

徳島海陽沖ＧＰＳ波浪
計波浪観測ブイ揚収
陸揚業務

支出負担行為担
当官
四国地方整備局
次長
白石哲也
香川県高松市サ
ンポート3-33

平成25年3月4日

若築建設(株)
四国支店
高松市藤塚町
1-2-1

会計法第29条の3第
4項

81,700,000 81,700,000 100.0% - c.

本業務は、流出した
GPS波浪計波浪観測ブ
イ及び係留索を回収・
揚収し、陸揚するもの
である。流出したGPS
波浪計波浪観測ブイ及
び係留索を放置するこ
とは二次災害が発生す
るおそれがあり、緊急
を要するものであった。
「国土交通省四国地方
整備局における災害時
の応急対策業務に関す
る協定書」の協定を
行っている社団法人日
本埋立浚渫協会四国
支部と協議を行った結
果、本業務を遂行でき
る者は、若築建設株式
会社四国支店を除いて
他にないことが判明し

平成25年度



19/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

ディーゼルエンジン
(ＭＴＵ16Ｖ595ＴＥ90
型)修理2 式追加修
理

支出負担行為担
当官
第五管区海上保
安本部長
石指 雅啓
神戸市中央区波
止場町1-1

平成25年3月4日

サノヤス造船
株式会社
大阪府大阪市
北区中之島3
丁目3-32号

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第4号イ

11,025,000 10,710,000 97.1% - e.

一般競争により請負契
約したディーゼルエンジ
ンの開放復旧修理中に
新たに不具合箇所が発
見されたため追加修理
が必要となったもので
あり、現契約履行中の
本修理業者以外の者
に履行させることが不

平成25年度

ゴムボート修繕

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
福島河川国道事
務所長
安部勝也
福島市黒岩字榎
平36

平成25年3月5日

株式会社磐梯
マリーン
福島県耶麻郡
猪苗代町大字
翁沢字不動堂
579-10

会計法第29条の3第
4項並びに予算決算
及び会計令第102条
の4第3号

－ 206,488 － - e.

当該ボートを所有して
いる郡山出張所が所在
する内陸部において、
船舶関係を取り扱って
いる唯一の業者であ
り、また、メーカー取扱
店であることから、仕
様・構造等に熟知して
おり、早期の修繕が可
能なため。
なお、次年度以降に当
該契約を行う場合は公
募により参加者の有無

平成25年度



20/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

日タイ技術協力推進
支援業務

支出負担行為担
当官
総合政策局長
西脇隆俊
東京都千代田区
霞が関2-1-3

平成25年3月12日

(一社)国際建
設技術協会
東京都新宿区
水道町3-1

会計法第29条の3第
4項
予算決算及び会計
令第102条の4第3号

5,281,500 5,281,500 100.0% 6 c.

　タイで平成23年に発
生した甚大な洪水被害
を受けた、包括的な治
水対策に関する国際コ
ンペの受注獲得に向
け、国土交通省は各省
庁と連携してタイ政府
への首脳級を含めた
トップセールス及び土
木学会を通じた日本コ
ンソーシアムへの技術
的支援を実施してい
る。
　本業務は、本国際コ
ンペの総責任者である
プロートプラソップ副首
相が緊急的に訪日する
ことになったことを受
け、日本コンソーシアム
に対する日本をあげて
の支援の一環として、
本邦技術に対する理解
を深めてもらうことを目
的としており、本件に係
る先方とのこれまでの
経緯やタイにおける治
水対策の現状及びニー

平成25年度



21/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

津軽ダム本体建設(第
2期)工事

支出負担行為担
当官
東北地方整備局
長
徳山日出男
宮城県仙台市青
葉区二日町9-15

平成25年3月13日

津軽ダム本体
建設工事間・
西松特定建設
工事共同企業
体代表者　株
式会社間組
東京都港区虎
ノ門2-2-5

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

########### ########### 99.8% - e.

本工事は、津軽ダム本
体建設(第1期)工事の
後工事としてコンクリー
ト堤体打設、基礎処理
工、法面工、閉塞工及
び仮設備の撤去を行う
もので、前工事により決
定された施工方法や、
得られた品質・施工管
理データに基づき施工
するものである。左記
特定建設共同企業体
は、第1期工事を受注し
て、品質の確保をはじ
めとして工事全体にわ
たり適切・確実な施工
を履行しているところで
ある。本工事の施工に
あたっては、前工事と
後工事で一貫した判断
により適切に工事を実
施し、一体の構造物と
して十分な遮水性を有
する経済的で安全なダ
ムを建設できる左記特
定建設共同企業体と随

平成25年度



22/25

（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

松江自動車道の開通
に係る広報

分任出負担行為
担当官
中国地方整備局
松江国道事務所
長
清水純
島根県松江市西
津田2-6-28

平成25年3月14日

(株)山陰中央
新報社
島根県松江市
殿町383

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

2,491,650 2,491,650 100.0% - e.

行政目的を達成するた
めの特定情報について
供給者が1者に特定さ
れるもの。本広報は、
松江自動車道の開通
に向けて、島根県内の
道路利用者等に対し
て、開通日時や料金体
系(無料区間情報)、一
般道からの接続状況や
安全に走行していただ
くための注意事項(ＩＣ進
行方向等)について広
報することにより、松江
自動車道が安全に活
用されることを目的とし
て新聞掲載を行うもの
であるが、当該業者は
広告掲出地域(島根県
内)の新聞発行部数が
最も多く、かつ、全域を
カバーする唯一の新聞
社であるため。次年度
以降は仕様書を見直し
て競争性のある契約

平成25年度

＊ディーゼルエンジン
(16Ｖ20ＦＸ型)修理20
台等(追加)つくば左舷
揚陸機

支出負担行為担
当官
第三管区海上保
安本部長
三木基実
神奈川県横浜市
中区北仲通5-57

平成25年3月14日

新潟原動機株
式会社(高速)
群馬県太田市
西新町125-1

会計法第29条の3第
4項

6,821,000 6,615,000 97.0% - e.

一般競争入札により新
潟原動機株式会社で施
工された「ディーゼルエ
ンジン(16Ｖ20FX型)修
理20台等」の修理期間
中に不具合箇所を発見
し、同期間中に当該不
具合箇所を復旧しなけ
ればならず、急遽、追
加契約となったもの。

平成25年度
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（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

DLP-09-2型データリ
ンクシステム処理シス
テム他1装置修理作
業

分任支出負担行
為担当官
航空局管制技術
課技術管理セン
ター所長
土屋　隆
埼玉県所沢市並
木1-12

平成25年3月18日

日本電気株式
会社代理株式
会社航空シス
テムサービス
東京都港区三
田1-4-28

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

169,441 157,500 93.0% - c.

当センターに設置している
DLP-09-2型データリンク処
理システム装置及びTDU-09
型管制情報処理装置は、全
国の運用中の同装置に不具
合が発生した際に、当セン
ターの装置を用いて、不具合
事象の確認、原因の追求及
び対処方法の評価検証を実
施するものであり、この結果
を基に現地官署へ変更指示
等の技術支援を行っている。
今回DLP-09-2型データリン
ク処理システム装置は増設
LANポートが故障し、また
TDU-09型管制情報表示装
置は内蔵DATが故障した。
全国の同装置に不具合が発
生した場合に迅速なる解析・
評価・技術支援が出来ず、航
空機の運航に影響を及ぼす
恐れがあるため早期の機能
回復を図る必要があるが、競
争による手続を行った場合に
は、手続きに期間を要し、早
期の機能回復が困難となる

平成25年度

石巻港湾合同庁舎設
計その2業務

支出負担行為担
当官
東北地方整備局
長
徳山日出男
宮城県仙台市青
葉区二日町9-15

平成25年3月19日

株式会社昭和
設計
大阪府大阪市
北区豊崎4-
12-10

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

5,124,000 5,040,000 98.4% - e.

本業務は、宮城県石巻市に
所在する石巻港湾合同庁舎
の施設整備にあたって、工事
請負業者等への設計意図の
伝達を行う業務であり、本業
務に先立ち実施された原設
計と密接不可分の業務であ
ることから、原設計の契約者
選定時の条件として、原設計
を実施した者が原設計の一
連の業務として行うことを明
示している。本業務の履行に
あたっては、意図伝達の対
象となる原設計に関して、設
計内容を熟知しているととも
に、使用材料等の詳細な設
計情報に精通していることが
必要であることから、プロ
ポーザル方式により選定さ
れた原設計の実施者であり、
原設計に関して、設計図書で
は完全に表現できない性質
の情報を含め、設計内容を
熟知し、詳細な設計情報に

平成25年度
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（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

Ｈ24静岡地方法務局
藤枝出張所設計その
2業務

支出負担行為担
当官
中部地方整備局
長
梅山和成
名古屋市中区三
の丸2-5-2

平成25年3月26日

(株)徳岡設計
大阪府大阪市
北区西天満6-
3-11-205

会計法第29条の3第
4項

6,163,500 6,142,500 99.7% - c.

本業務は、静岡地方法
務局藤枝出張所を新築
するにあたり、施工業
者等に対する設計意図
の伝達等を実施する業
務である。本業務を実
施するにあたっては、
設計者以外に知り得な
い情報である設計意図
を踏まえて、工事関係
者への設計趣旨、設計
内容の説明、施工図を
作成するのに必要とな
る説明図の作成、色彩
計画書の作成、施工図
の確認等を実施する必
要がある。
　(株)徳岡設計は今回
業務に先立って簡易公
募型プロポーザル方式
(拡大)で発注された「Ｈ
23静岡地方法務局藤
枝出張所設計業務」の
受託者であり、当初業
務の設計者として設計
意図の伝達を実施し得

平成25年度

入沼地区水質事故処
理

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
高瀬川河川事務
所長
寺谷正路
青森県八戸市石
堂3-7-10

平成25年3月28日

株式会社山美
建設
青森県上北郡
東北町旭北1-
31-518

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

－ 54,600 － - c.

本業務は青森県上北
郡東北町入沼地内で発
生した水質事故の対応
処理を行うものである。
本作業は水質事故の
拡散を防止するために
オイルフェンスを設置す
るものであり拡散防止
の為に緊急の対応が
必要であった。契約の
相手方は周辺地域特
性を把握していると共
に水質事故処理の実
績も豊富であり、緊急
の対応が可能な唯一の
業者であったため契約

平成25年度
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（単位:円）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規程等の

根拠条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

移行予定年限 備　　考移行困難な事由

藤田地区仮設防護柵
等賃貸借

分任支出負担行
為担当官
東北地方整備局
福島河川国道事
務所長
安部勝也
福島市黒岩字榎
平36

平成25年3月29日

多田建設株式
会社
福島県福島市
鎌田字中森山
1-1

会計法第29条の3第
4項及び予決令第
102条の4第3号

44,500 44,500 100.0% - e.

平成24年度施工の藤
田地区改良工事におい
て、現道切り廻しのた
めに使用され、引き続
き平成25年度施工予定
の普蔵川上部工工事
が契約となるまでの間
使用するものである
が、当該業者が仮設防
護柵の所有者であるた
め随意契約するもので

平成25年度

巡視船おくしりA重油
46,000L買入(タンク残
燃料買い取り)

支出負担行為担
当官
第一管区海上保
安本部長
村上　玉樹
小樽市港町5-2

平成25年3月29日

ジャパンマリン
ユナイテッド
(株)横浜事業
所鶴見工場
横浜市鶴見区
末広町2-1

会計法第29条の3第
4項

3,576,825 3,576,825 100.0% - e.

平成25年3月29日就役
の新造船巡視船おくし
りの就役時タンク残燃
料を買い取ったもの。
本船タンク内に残存し
た主燃料であり、契約
者以外の者に履行させ
ることが不利であるた

平成25年度

４．「移行予定年限」欄は、平成25年度以降の具体的な移行予定年限（例：平成25年度）を記載すること。

３．「移行困難な事由」欄は、「平成24年度国土交通省調達改善計画」に基づく調達改善の推進について（平成24年4月2日付事務連絡）による「再検討の結果、平成24年度に競争性のある契約に移行できなかった事

〔記載要領〕
１．本表は、平成24年度に締結した契約のうち、平成25年度以降に競争性のある契約への移行予定のものについて、当該契約ごとに記載すること。
２．本表は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）記３．の記載方法に準じて記載すること。


